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V
l
m
 
事
業
資
金
ノ
供
給
等
ニ
関
ス
ル
件
(
昭
和
二
一
年
六
月
二

O
日
銀
行
局
長
発
日
本
銀
行
総
裁
宛
蔵
銀
第
四
五
九
号
)
:
・

j
i
-
-
・五六六

事
業
資
金
供
給
等
事
務
取
扱
要
領
(
昭
和
一
二
年
六
月
二
五
日
蔵
銀
第
四
七
O
号
)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
i
l
-
-
:
:
:
t
:
:
:
:
:
五六七

事
業
資
金
供
給
等
事
務
取
扱
要
領
追
加
ノ
件
(
昭
和
二
一
年
七
月
二
日
蔵
銀
第
四
八
六
号
)
:
:
:
:
:
:
:
:
・
:
:
:
:
:
:
-
j
i
-
-
-
夫九

事
業
資
金
供
給
等
事
務
取
扱
要
領
追
加
(
二
)
ノ
件
(
昭
和
二
一
年
七
月
一
六
日
蔵
銀
第
五
一
二
号
)
:
:
:
:
:
:
:
:
・
:
:
:
:
:
毛
。

金
融
緊
急
措
置
改
正
要
領
(
案
)
(
昭
和
二
一
年
七
月
二

O
日
銀
行
局
)
j
i
-
-
・
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
・
j
i
-
-
-
毛一

イ
ン
フ
レ
進
行
に
関
す
る
見
透
ム
歪
の
可
能
性
と
破
局
化
の
危
険
性
(
昭
和
二
一
年
七
月
三

O
日
理
財
局
国
庫
諜
資
料
)

通
貨
処
理
問
題
の
説
明
資
料
(
昭
和
二
三
年
八
月
五
日
理
財
局
企
画
課
)

V
l日

目

V
1臼

V
I
m
 

v
l
M
 

V
I日

V
l
m
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英
文
資
料
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金
融
緊
急
措
置
に
関
す
る
司
令
部
内
部
メ
モ

金
融
緊
急
措
置
勅
令
案
・
省
令
案
司
令
部
修
正
要
求
案
(
昭
和
一
二
年
二
月
八
日
受
領
)

日
本
銀
行
券
貼
付
用
証
紙
の
発
行
(
昭
和
一
二
年
二
月
一
八
日
大
蔵
省
発
経
済
科
学
局
宛
覚
書
)
:
:
:
:
:
:
:
-
j
i
-
-
:
:
:
:
:
き
五

金
融
緊
急
措
置
に
関
す
る
聞
き
取
り
調
査
(
名
古
屋
地
区
)
(
昭
和
二
一
年
三
月
五
日
i
七
日
占
領
軍
軍
政
部
)
:
:
:
:
-
j
i
-
-
・8
一一
一

金
融
緊
急
措
置
に
関
す
る
調
査
メ
モ
(
昭
和
二
一
年
三
月
八
日
経
済
科
学
局
)

VI 
2 

プミZ

羽

1
5

三丘
オし

凡

例

一
、
資
料
の
目
次
表
題
は
編
者
に
お
い
て
付
し
た
。
そ
の
際
、
原
資
料
に
表
題
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
は
、
か
な
づ
か
い

と
も
そ
の
ま
ま
に
採
用
し
た
。

二
、
目
次
表
題
の
作
成
者
及
ぴ
日
付
は
、
資
料
テ
キ
ス
ト
な
い
し
は
書
き
込
み
そ
の
他
か
ら
明
白
な
も
の
の
み
記
し
た
。

三
、
か
な
づ
か
い
は
原
資
料
の
ま
ま
と
し
た
。
た
だ
し
、
不
統
一
を
訂
正
し
た
も
の
も
あ
る
。

四
、
漢
字
は
、
人
名
も
含
め
て
原
則
と
し
て
新
字
体
に
統
一
し
た
。

五
、
明
白
な
誤
記
、
脱
字
及
ぴ
用
字
の
不
統
一
に
つ
い
て
は
、
原
資
料
を
損
な
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
編
者
に
お
い
て
訂
正
し
た
も
の
が

あ
る
が
、
と
く
に
注
記
し
て
い
な
い
。

六
、
原
資
料
に
お
け
る
訂
正
、
添
削
に
つ
い
て
は
、
た
ん
な
る
訂
正
、
推
鼓
は
訂
正
後
の
も
の
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
録
し
、
内
容
的
に
と

く
に
表
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
は
「
書
き
込
み
」
と
し
て
処
理
し
た
。

七
、
破
損
、
印
刷
不
鮮
明
等
の
事
由
で
完
全
に
判
読
不
能
な
個
所
は
、
文
字
数
が
確
定
で
き
る
も
の
は
相
当
数
の
口
で
示
し
、
推
定
に
よ
る

判
読
等
は
資
料
本
文
で
適
宜
注
記
し
た
。

八

原
資
料
へ
の
書
き
込
み
は
、
当
該
箇
所
を
*
ー
の
よ
う
に
指
示
し
、
注
記
し
た
。
た
だ
し
、
組
版
の
制
約
か
ら
、
指
示
位
置
を
原
形
を

損
な
わ
な
い
限
り
で
移
動
し
た
も
の
も
あ
る
。

例

/
九
、
書
き
込
み
注
記
は
次
の
原
則
に
よ
る
。
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手
書
き
に
よ
る
あ
て
字
は
原
則
と
し
て
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

添
え
書
き
と
挿
入
は
区
別
で
き
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、

注
記
上
も
区
別
し
て
い
な
い
。
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削
除
は
そ
の
範
囲
を
〔

〕
で
示
し
た
。

改
行
は
/
で
示
し
た
。

凡

編
者
に
よ
る
補
足
、
説
明
は
(

)
で
示
し
た
。

十
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
|
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
』
第
一
七
巻
「
資
料

ω」
へ
の
参
照
指
示
は
、
と
く
に
必
要
な
も
の
の
み

お
こ
な
っ
た
。

¥ 
1 

金
融
緊
急
措
置
の
背
景
及
び
大
蔵
省
の
対
応

iま

め

じ

大
蔵
省
大
臣
官
房
審
議
官

兼
財
政
金
融
研
究
所
特
別
研
究
官

=と
口

}I ( 

フじ
信

本
書
は
、
金
融
緊
急
措
置
に
関
す
る
資
料
の
集
大
成
で
あ
る
。
そ
の
殆
ん
ど
は
、
当
時
の
文
書
課
長
、
故
愛
知
挟
一
元
蔵
相
(
以
下
「
愛

知
氏
」
と
い
う
)
が
保
存
し
、
後
、
大
蔵
省
に
寄
贈
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。

愛
知
氏
が
こ
の
よ
う
に
内
容
豊
富
な
文
書
を
後
世
に
遺
し
て
下
さ
っ
た
の
は
、
単
に
業
務
処
理
上
の
必
要
と
か
、
個
人
的
な
興
味
か
ら

で
は
な
く
、
大
蔵
省
の
政
策
決
定
過
程
を
べ
後
世
が
正
確
に
認
識
し
う
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い
と
い
う
、
枢
機
に
携
わ
ら
れ
た
方
の
歴

史
的
使
命
感
に
基
づ
く
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
お
か
げ
で
、
戦
後
の
日
本
政
府
が
行
っ
た
最
初
の
重
要
な
自
主
的
政
策
決
定
の
過
程
が
、
詳
細
に
把
握
し
う
る
状
態
と
な
っ
て
い

る
。
我
々
は
、
こ
の
事
に
対
し
、
心
か
ら
、
愛
知
氏
に
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。

愛
知
氏
は
、
こ
の
他
に
も
、
彪
大
な
文
書
を
大
蔵
省
(
財
政
史
室
)
に
寄
贈
し
て
お
ら
れ
、
大
蔵
省
は
、
こ
れ
を
「
愛
知
文
書
」
と
し
て

大
切
に
整
理
し
、
製
本
の
上
、
保
管
し
て
い
る
。
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